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平 成 ２０ 年 ６ 月 ３ 日

株 主 各 位
富山市堤町通り一丁目２番２６号

取締役社長 � 木 繁 雄

第５期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第５期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう
え、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成２０年６月
２４日（火曜日）営業終了の時（午後５時１０分）までに到着するようご返送
くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 平成２０年６月２５日（水曜日）午前１０時
２．場 所 富山市堤町通り一丁目２番２６号

株式会社北陸銀行 本店６階会議室
３．目的事項

報告事項 １．第５期（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）事業報告の内容、連結計

算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第５期（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項

第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 準備金の額の減少の件
第３号議案 取締役８名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第５号議案 会計監査人選任の件
以 上

………………………………………………………………………………
※ 当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申しあげます。
※ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http : //www.hokuhoku－fg.
co.jp/）に掲載させていただきます。

証券コード８３７７



－ ２ －

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、傘下の銀行等のグループ企業の事業の公共性に鑑み、長期にわたる

経営基盤の確保に努め、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、当期業績を勘案するとともに、公的資金の

早期完済を目指し内部留保の充実にも意を用い、次のとおりとさせていただき
たいと存じます。
１．配当財産の種類

金銭
２．株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

普通株式１株につき 金２円５０銭 総額３，４７６，４５４，８０６円
第１回第１種優先株式１株につき 金３円８５銭 総額 ３０８，０００，０００円
第１回第４種優先株式１株につき 金３円３１銭 総額 ２６１，４９０，０００円
第１回第５種優先株式１株につき 金７円５０銭 総額 ８０５，７４０，０００円

合計４，８５１，６８４，８０６円
なお、各優先株式の配当金は所定のものであります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日
平成２０年６月２６日�

第２号議案 準備金の額の減少の件
今後の財務政策上の機動性・柔軟性を確保するために、会社法第４４８条第１項

の規定に基づき、資本準備金の取り崩しを行い「その他資本剰余金」に振り替
えたいと存じます。
１．減少する準備金の額

資本準備金１６２，０３４，７５７，３９８円のうち８０，０００，０００，０００円
２．準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成２０年８月５日�



－ ３ －

第３号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま

すので、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者（候補者番号１から８番の者）は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
所有する当
社株式の種
類および数

１

たか ぎ しげ お

� 木 繁 雄
（昭和２３年４月２日生）

昭和４６年４月 株式会社北陸銀行入行
平成８年６月 同 総合企画部長兼秘書室長兼主計

室長
平成１０年６月 同 取締役総合企画部長兼秘書室長

兼主計室長
平成１２年１月 同 取締役総合企画部長兼秘書室長
平成１４年６月 同 取締役頭取

現在に至る
平成１５年９月 当社代表取締役社長

現在に至る

（他の法人等の代表状況）
株式会社北陸銀行代表取締役頭取

普通株式
９３，０００株

２

せき はち よし ひろ

堰 八 義 博
（昭和３０年５月２６日生）

昭和５４年４月 株式会社北海道銀行入行
平成７年１０月 同 経営企画部経営企画室長
平成９年４月 同 経営企画部室長
平成１０年７月 同 経営企画部調査役
平成１１年７月 同 経営企画グループ調査役
平成１３年６月 同 取締役執行役員
平成１４年６月 同 代表取締役執行役員
平成１５年６月 同 代表取締役頭取

現在に至る
平成１６年９月 当社代表取締役副社長

現在に至る

（他の法人等の代表状況）
株式会社北海道銀行代表取締役頭取

普通株式
２４，２００株



－ ４ －

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
所有する当
社株式の種
類および数

３

かわ い さとし

川 合 哲
（昭和２３年１０月２６日生）

昭和４６年４月 株式会社北陸銀行入行
平成８年６月 同 支店部長
平成１０年６月 同 取締役支店部長兼営業企画室長
平成１１年６月 同 取締役本店営業部長
平成１４年６月 同 専務取締役
平成１５年９月 当社代表取締役
平成１６年６月 株式会社北陸銀行取締役副頭取執行

役員
現在に至る

平成１６年９月 当社取締役
（企画・総務グループ担当）
現在に至る
株式会社北海道銀行取締役（非常勤）
現在に至る

（他の法人等の代表状況）
株式会社北陸銀行代表取締役副頭取

普通株式
７９，０００株

４

こん どう まさ みち

近 藤 政 道
（昭和２５年５月１３日生）

昭和４８年４月 株式会社北海道銀行入行
平成８年４月 同 営業推進部長
平成１１年７月 同 営業企画グループ上席推進役
平成１２年４月 同 本店営業部本店長
平成１２年６月 同 執行役員本店営業部本店長
平成１４年１１月 同 執行役員常務本店営業部本店長
平成１５年４月 同 執行役員常務地区営業担当兼本

店営業部本店長
平成１５年５月 同 執行役員副頭取地区営業担当兼

本店営業部本店長
平成１５年６月 同 取締役執行役員副頭取

地区営業担当兼本店営業部本店長
平成１７年６月 同 代表取締役執行役員副頭取

当社取締役
現在に至る

平成１８年６月 株式会社北海道銀行代表取締役副頭
取執行役員
現在に至る

（他の法人等の代表状況）
株式会社北海道銀行代表取締役副頭取

普通株式
１９，０００株



－ ５ －

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
所有する当
社株式の種
類および数

５

は おか ひで あき

羽 岡 秀 晃
（昭和２３年１０月１０日生）

昭和４８年４月 株式会社北陸銀行入行
平成１０年６月 同 人事部長
平成１２年６月 同 理事東京支店長
平成１３年６月 同 取締役東京支店長
平成１４年６月 同 常務取締役
平成１５年９月 当社取締役

現在に至る
平成１６年６月 株式会社北陸銀行取締役専務執行役

員
現在に至る

普通株式
３７，０５０株

６

とく の みつ ひろ

徳 野 光 宏
（昭和２２年３月７日生）

昭和４４年４月 株式会社北陸銀行入行
平成１０年６月 同 総合事務部長
平成１２年６月 同 理事支店部長兼個人推進室長
平成１３年１月 同 理事支店部長
平成１３年６月 同 取締役支店部長
平成１４年６月 同 取締役常務理事
平成１５年４月 同 取締役常務執行役員
平成１５年９月 当社取締役

現在に至る
平成１８年６月 株式会社北陸銀行取締役専務執行役

員
現在に至る

普通株式
５２，０００株

７

そう ま あき ひこ

相 馬 彰 彦
（昭和３０年１月１９日生）

昭和５３年４月 株式会社北海道銀行入行
平成１１年７月 同 本店営業部第三部長
平成１３年６月 同 本店営業部副本部長
平成１５年４月 同 札幌駅前支店長
平成１６年９月 同 執行役員
平成１７年６月 同 取締役執行役員
平成１８年６月 当社取締役

（リスク管理・監査グループ担当）
現在に至る
株式会社北陸銀行取締役（非常勤）
現在に至る

普通株式
１３，０００株



－ ６ －

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
所有する当
社株式の種
類および数

８

おお しま ゆう じ

大 島 雄 次
（昭和４年１０月２５日生）

昭和２９年１０月 安田生命保険相互会社入社
昭和５４年７月 同 取締役営業推進部長
昭和５８年２月 同 常務取締役営業推進部長
昭和５８年４月 同 常務取締役大阪本部長
昭和６１年４月 同 常務取締役資産運用本部長
昭和６３年４月 同 代表取締役専務資産運用本部長
平成元年４月 同 代表取締役専務営業本部長
平成２年４月 同 代表取締役専務営業総局長
平成３年４月 同 代表取締役副社長営業総局長
平成５年４月 同 代表取締役社長
平成１１年４月 同 代表取締役会長
平成１６年１月 合併により明治安田生命保険相互会

社に改称 相談役
平成１６年９月 当社取締役（非常勤）

現在に至る
平成１７年１２月 明治安田生命保険相互会社特別顧問

現在に至る

普通株式
１１，０００株

（注） １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．社外取締役候補者に関する記載事項
�１ 大島雄次氏は、社外取締役候補者であります。
�２ 大島雄次氏は、長年にわたり安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相
互会社）の経営に携わり、その経歴を通じ培った金融機関経営の専門家とし
ての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の発揮を通じ
て当社経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者とするもの
であります。

�３ 大島雄次氏は、平成１６年９月１日から当社の社外取締役であり、本株主総会
の終結のときまでの在任期間は３年１０か月となるものであります。

�４ 当社は大島雄次氏との間で限度額を会社法第４２５条第１項に定める最低責任
限度額とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場
合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

�５ 明治安田生命保険相互会社は、保険金支払および保険募集に関する不適切な
取扱等を理由として、平成１７年２月２５日および同年１０月２８日に金融庁より保
険業法第１３３条に基づく業務停止命令および同法第１３２条第１項に基づく業務
改善命令を受けております。



－ ７ －

第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役 浅井辰雄氏から、本定時株主総会の開始の時をもって補欠監査役

を辞任したい旨の申し出がございましたので、監査役の定款の員数を欠くこと
になる場合に備え、補欠監査役１名の選任をあらかじめお願いするものであり
ます。当該補欠者については、監査役の員数を欠いたことを就任の条件とし、
その任期は前任者の残存任期といたします。またこの補欠者に関する決議の効
力は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会開始の時までといたします。
なお、本件の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会

の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略歴および他の法人等の代表状況
所有する当
社株式の種
類および数

うえ の えい いち

上 野 英 一
（昭和２８年７月２１日生）

昭和５１年４月 株式会社北陸銀行入行
平成７年６月 同 大阪支店統括副支店長
平成９年１月 同 八尾支店長
平成１１年６月 同 東大阪支店長
平成１４年４月 同 黒部支店長
平成１６年６月 同 石川地区事業部副本部長兼金沢支店長
平成１８年６月 同 福井地区事業部副本部長兼福井支店長

現在に至る

普通株式
１０，０００株

（注） 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。



－ ８ －

第５号議案 会計監査人選任の件
当社の監査体制は新日本監査法人と監査法人トーマツの２法人による共同監

査体制でありますが、両監査法人の任期満了をもって会計監査の迅速化・効率
化を目的として１法人の単独監査体制に移行したいと存じます。
つきましては、単独監査を行う監査法人として、引き続き監査法人トーマツ

を選任いただきたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

以 上

名 称 監査法人トーマツ

主たる事務
所の所在地

東京都港区芝浦四丁目１３番２３号MS芝浦ビル

沿 革

昭和４３年５月 設立
平成２年２月 監査法人トーマツに名称変更。国際会計事務所組織である

デロイト トウシュ トーマツに主要構成事務所として参
加

概 要

・監査関与会社４，１１４社（平成１９年９月末日現在）
・出資金２，０６１百万円（平成２０年３月末日現在）
・社員（公認会計士）５１３名、参与２３名、公認会計士１，５２１名、
会計士補９３０名、その他専門職員２，０１６名、事務職員４５９名、
合計５，４６２名（平成２０年３月末日現在）

（注） 候補者は、当社の子会社であります株式会社北陸銀行および株式会社北海道銀行か
ら、確定拠出年金に係るコンサルティング業務等に対して、平成１８年度１１百万円、
平成１９年度３百万円の報酬を受けております。
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札幌中継会場のご案内

会場 札幌市中央区北４条西６丁目
ホテル ポールスター札幌

交通機関 札幌駅から徒歩約５分
地下鉄大通駅から徒歩約１０分

�駐車スペースが限られておりますので、公共交通機関等をご利用いただきま
すようお願い申しあげます。

株主総会会場ご案内

会場 富山市堤町通り一丁目２番２６号

株式会社北陸銀行本店 ６階会議室

交通機関 JR富山駅から徒歩約２０分
JR富山駅から市内電車利用の場合は「西町」下車、徒歩約２分

�当日は銀行駐車場の使用ができませんので公共交通機関等をご利用いただ
きますようお願い申しあげます。

当札幌中継会場は株主総会の会場ではございません。
富山の定時株主総会会場の模様を映像でご覧いただけます。
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（第５期定時株主総会招集ご通知 添付書類）

第 ５ 期 報 告 書

第５期
�
��
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
��事業報告

第５期末（平成２０年３月３１日現在）連結貸借対照表

第５期
�
��
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
��連結損益計算書

第５期
�
��
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
��連結株主資本等変動計算書

連結注記表

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

第５期末（平成２０年３月３１日現在）貸借対照表

第５期
�
��
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
��損益計算書

第５期
�
��
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
��株主資本等変動計算書

個別注記表

会計監査人の監査報告書 謄本

監査役会の監査報告書 謄本

（ご参考）

１．株式会社北陸銀行の決算概要

２．株式会社北海道銀行の決算概要
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第５期〔平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで〕事業報告

１．当社の現況に関する事項

�１ 企業集団の事業の経過及び成果等
〔企業集団の主要な事業内容〕
当社グループは、当社、子会社１５社及び関連会社１社で構成され、
北海道、北陸三県、東京・名古屋・大阪の三大都市圏に拠点を持つ広
域地域金融グループを形成しております。また、北陸銀行と北海道銀
行を中核に、リース、クレジットカード、ベンチャーキャピタル、ソ
フトウェア開発、サービサー業務等、広範なニーズに対応する総合的
な金融サービス機能を有しております。これらの広域ネットワークを
活用しグループ企業の総力を集結することで、お客さまの利便性向上
に資する質の高い金融サービスを提供し、そうした活動を通じて地域
経済の発展に貢献するとともに、企業価値の向上に努めております。

〔経済金融環境〕
当期におけるわが国経済は、企業の設備投資が堅調さを維持する一

方で、原油・素材価格高騰等の影響などから景気の減速感も拡がり、
先行きは予断を許さない状況でありました。
当社グループの主要営業地域である北陸三県では、一般機械や電気

機械を中心に生産活動が好調に推移し、設備投資も増加基調が続きま
した。個人部門でも雇用が安定推移し、消費も持ち直しの動きが続い
ており、全体としては回復傾向が続いていますが、先行き不透明感は
増しております。北海道においては、道外企業を中心に設備投資が底
堅い動きとなったほか、輸送機械や電気機械等で生産の増加が続くな
ど、道外需要関連では引き続き明るさが見られました。また、道外か
らの観光客は、全体ではやや弱めの動きとなりましたが、外国人客は
増勢を持続しました。しかし、雇用・所得環境の改善遅れや大幅な歳
出削減の継続、建築着工の大幅減に加え、原燃料価格上昇の影響など
から、道内需要全体では低迷が続きました。

〔企業集団の事業の経過及び成果〕
このような環境の中、当社グループは、新しい時代の広域地域金融

グループとして、北陸銀行・北海道銀行の両行が持つノウハウ、情
報、国内・海外のネットワークなどを最大限に活用し、ビジネスマッ
チングや問題解決型の金融サービスの提供、そして地域企業の海外進
出支援等を積極的に行ってまいりました。ビジネスマッチングの主な
取り組みとしては、ビジネスフォーラム等を国内で開催したほか、地
銀合同での「全国地銀合同商談会in上海」を開催いたしております。
海外進出支援の取り組みとしては、当社は邦銀で初めて中華人民共和
国広東省投資促進局との経済交流協定締結を行ったほか、北陸銀行、
北海道銀行は横浜銀行と合同で「産業金融中国視察団」を結成し、派
遣いたしました。また、北陸銀行では、中華人民共和国江蘇省蘇州市
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人民政府と経済交流協定の締結や、インドの最大手銀行であるインド
ステイト銀行と業務提携を行いました。
貸出の増強に向けては、地域企業の健全な資金ニーズへの円滑な資

金供給と地場産業の育成・振興を図るべく、中堅・中小企業を対象
に、取引の裾野を拡げ、新たな資金需要の発掘に努めております。お
取引先への訪問頻度の増加、経営相談会の開催、小規模のお取引先向
けに利便性を追求したチャネル開設や新商品の開発等により、新規先
の開拓や既往のお取引先のシェアアップに積極的に取り組んでおりま
す。個人ローンにつきましては、お客さまのニーズにあったローン商
品の開発や、ローンプラザの営業時間の延長実施等により、お客さま
との接点の充実や販売力の強化を図っております。
経営効率化に向けては、現在、北陸銀行と北海道銀行は横浜銀行と

の「３行システム共同化」を進めており、平成２３年５月スタートを目
指し、基幹系システムはもとより、営業店システムやATM（現金自
動預払機）、インターネットバンキングなど、お客さまと直接接点の
あるシステムも共同利用することとし、事務マニュアルの統一化も進
めてまいります。また、複数地銀で「地域金融マーケティング研究会」
「地銀リース業務研究会」を立ち上げ、地銀他行との連携による調査・
研究を共同で行い、これまで以上にお取引先のニーズに的確にお応え
する商品・サービスの拡充を図り、総合サービス力・提案力の向上に
努めております。
この結果、当社グループの当期の連結業績は以下のようになりまし

た。
貸出金の当期末残高は、個人ローンが順調に増加いたしましたこと

から前期末比５７９億円増加し６兆８，７１３億円、預金の当期末残高は、法
人預金の減少を主因といたしまして前期末比３４４億円減少し８兆３，４０８
億円となりました。
また、当期（平成１９年８月）に、公的資金の一部返済（第１回第１

種優先株式 ７，０００万株の自己株式取得及び消却）を実施いたしまし
た。これに伴い、資本剰余金は４００億円減少しております。
当期の連結経常収益は前期比１８９億円増加し２，６１２億円、連結経常利
益は前期比３７億円減少し６６３億円、連結当期純利益は前期比２０億円減
少し３８６億円となりました。
また、当社グループの中核を担う子銀行の当期の損益は以下のとお

りであります。
北陸銀行では、資金利益は堅調に推移いたしましたが、役務取引等

利益の減少等によりコア業務純益は、前期比１９億円減少し５４１億円、
不良債権処理損失額は、前期比２１億円減少し２０４億円、株式関係損益
は前期比１８億円減少し１４億円の損失となりました。この結果、経常利
益は前期比２５億円減少し３５６億円、当期純利益は前期比２５億円増加し
２１２億円となりました。
また、北海道銀行では資金利益、役務取引等利益の減少によりコア

業務純益は前期比２８億円減少し３４４億円となりました。不良債権処理
損失額は前期比１５億円増加し５１億円、株式関係損益は前期比２１億円減
少し２４億円の損失、債券関係損益は前期比４４億円増加し２５億円の利益
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となりました。この結果、経常利益は前期比２４億円減少し２９４億円、
当期純利益は前期比２９億円減少し１７８億円となりました。
当社における当期の業績につきましては、子会社等からの配当金及

びグループ経営管理料を受領し、営業収益は前期比７１億円増加し８０億
円、経常利益は前期比７３億円増加し７３億円、当期純利益は前期比７０億
円増加し７０億円となりました。
なお、当期末の１株当たり配当につきましては、普通株式２円５０
銭、第１回第１種優先株式３円８５銭、第１回第４種優先株式３円３１
銭、第１回第５種優先株式７円５０銭の配当実施を株主総会にお諮りす
るものであります。

〔企業集団の対処すべき課題〕
当期においては、公的資金の一部返済を実施したほか、不良債権比

率の圧縮など財務体質の強化を進めるとともに、「経営の健全化のた
めの計画」に基づき、リテール部門を中心とした収益力の強化に積極
的に取り組み、当年度の当期純利益は計画を達成いたしました。引き
続き、地域金融機関としての使命を果たすべく、「経営の健全化のた
めの計画」を着実に実行し、地域との密接なリレーションシップの維
持・強化と安定的収益の確保による揺るぎない財務基盤を確立すると
ともに、公的資金の早期返済を目指してまいります。
このことに向けて「リテール業務の営業力及び収益力の強化」と「リ
スク管理態勢の強化」に一層注力し、様々な施策を展開してまいりま
す。
「リテール業務の営業力及び収益力の強化」

当社グループの有する北海道、北陸三県、三大都市圏のネットワ
ークと地域密着両面を活かした「ソリューション営業」の推進、あ
るいは「様々なリテールチャネル展開」等を梃子として、法人・個
人のお客さまの資金ニーズの発掘、お取引先層の拡大を実現し、地
域シェアの向上を図ってまいります。
また、当社の強みであるネットワークをさらに活かすため、効率

性の維持にも配慮しつつ、新たな営業拠点の開設や営業人員の増強
も行い、一層の営業力強化に努めてまいります。
これらを通じて、さらに中小企業向け・個人向け貸出や非金利収

入の拡大を目指し、両子銀行のノウハウを活かしたコンサルティン
グ業務等を一層拡大してまいります。

「リスク管理態勢の強化」
広域に亘って事業展開する地域金融機関を健全かつ的確に経営す

るため、より高いレベルでのリスク管理態勢を構築してまいりま
す。当社としては、バーゼル�（新しい自己資本比率規制）の実施
も踏まえ、資産・取引の経済的価値を多面的に把握する統合リスク
管理体制を確立し、さらに合理的・効率的な経営を目指してまいり
ます。

以上の取り組みを着実に進めるとともに、その成果をお示しするこ
とによって、当社の企業価値を向上させ、株主、お客さまからの評価
を向上させてまいりたいと考えております。
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平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

営業収益 ７，８５４ １３，５６８ ８４４ ８，０３２

受取配当額 ６，９１０ １２，７７１ － ７，３４９

銀行業を営む子会社 ６，５８４ １２，６３３ － ７，３４５

その他の子会社等 ３２６ １３８ － ３

当期純利益 ６，９０９ １２，７６８ ６ ７，０６２

１株当たりの当期純利益
（△は１株当たりの当期純損失） ３ １１ ７ ３７ △２ ４５ ３ １０

総資産 ３３９，２４６ ３６６，８７５ ４０３，１０４ ３６４，５０２

銀行業を営む子会社株式等 ３１１，４２１ ３１１，４２１ ３１１，４２１ ３１１，４２１

その他の子会社株式等 ２，９５１ ２，９５１ ２，９５１ ２，９５１

（注） １．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．平成１７年度の営業収益の増加は、株式会社北海道銀行からの受取配当金
の増加によるものです。

３．平成１８年度の営業収益の減少は、子会社の内部留保を蓄積するため、子
会社からの配当を実施しなかったことによるものです。

４．１株当たりの当期純利益は、「１株当たり当期純利益に関する会計基
準」に基づき、優先株式に係る配当金（平成１８年度３，２８９百万円）を当
期純利益から控除して算出するため、平成１８年度は１株当たりの当期純
損失となっております。なお、当社グループ連結の平成１８年度の１株当
たり当期純利益は２７円９３銭であります。

円 銭 円 銭円 銭円 銭

�２ 企業集団及び当社の財産及び損益の状況
イ 企業集団の財産及び損益の状況 （単位：百万円）

ロ 当社の財産及び損益の状況 （単位：百万円）

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

連 結 経 常 収 益 ２０３，２００ ２４０，９８６ ２４２，２６８ ２６１，２５７

連 結 経 常 利 益 ２７，２２６ ４８，２８５ ７０，０１７ ６６，３１７

連 結 当 期 純 利 益 １１，２４８ ２６，８３７ ４０，６４２ ３８，６４０

連 結 純 資 産 額 ３８０，７５０ ４０６，０１４ ４９２，３４８ ４５４，４２８

連 結 総 資 産 ９，３９８，６７３ ９，５３５，６２７ ９，６３８，１４２ ９，５６７，９６４

（注） １．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．平成１６年度より株式会社北海道銀行を連結しており、株式会社北海道銀
行の損益は平成１６年９月１日以降を連結しております。

３．平成１９年度の状況については、前記「（１）企業集団の事業の経過及び成
果等」のとおりであります。

４．平成１８年度に新株の発行を行い、資本金が２０，８９５百万円、資本剰余金が
２０，６８９百万円増加しております。

５．平成１９年度に第１回第１種優先株式の自己株式取得及び消却を行い、資
本剰余金が４０，０１５百万円減少しております。
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（注） 使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。

当年度末 前年度末

銀行業 リース業 その他事業 銀行業 リース業 その他事業

使用人数 ４，４２７ ３０ ４０１ ４，３９１ ３６ ４０３人 人 人 人 人 人

銀行業 リース業 その他事業 合 計

設備投資の総額 ５，７５５ １４３ ３３５ ６，２３３

事業の別 会社名 内 容 金 額

銀行業
株式会社北陸銀行 金沢中央支店ほか営業店舗等の取

得改修 ２，９１５

株式会社北海道銀行 斜里支店ほか営業店舗等の取得改
修

１，６３５

�３ 企業集団の使用人の状況

�４ 企業集団の主要な営業所等の状況
イ 銀行業
株式会社北陸銀行
富 山 県：本店営業部、高岡支店、ほか８８店 （前年度末９０店）
石 川 県：金沢支店、ほか３４店 （前年度末３５店）
福 井 県：福井支店、ほか２１店 （前年度末２２店）
北 海 道：札幌支店、ほか１９店 （前年度末２０店）
京 浜 地 区：東京支店、ほか８店 （前年度末 ９店）
名古屋地区：名古屋支店、ほか２店 （前年度末 ３店）
京阪神地区：大阪支店、ほか３店 （前年度末 ４店）
そ の 他：３店 （前年度末 ３店）
株式会社北海道銀行
北 海 道：本店営業部、旭川支店、ほか１３０店 （前年度末１３２店）
京 浜 地 区：東京支店 （前年度末 １店）
東 北 地 区：仙台支店 （前年度末 １店）

ロ リース業
北銀リース株式会社：本社、金沢支店ほか

ハ その他事業
株式会社北陸カード：本社、金沢支店ほか

�５ 企業集団の設備投資の状況
イ 設備投資の総額 （単位：百万円）

ロ 重要な設備の新設等 （単位：百万円）

�６ 重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況
該当事項はありません。
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ロ 子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設 立
年月日 資本金

当社が有
する子会
社等の議
決権比率

その他

株式会社北陸銀行 富山市堤町通り
１丁目２番２６号 銀行業 昭和１８年

７月３１日 １４０，４０９ １００．００ 注４

株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通
西４丁目１番地 銀行業 昭和２６年

３月５日 ９３，５２４ １００．００ 注４

北銀リース株式会社 富山市荒町
２番２１号 リース業 昭和５８年

７月２１日 １００ ７０．２５

株式会社北陸カード 富山市新富町
１丁目２番１号

クレジットカー
ド業

昭和５８年
３月２日 ３６ ８７．３９

北陸保証サービス
株式会社

富山市堤町通り
１丁目２番２６号

ローンの保証業
務

昭和５３年
１２月１２日 ５０ １００．００

北銀ソフトウエア
株式会社

富山市東田地方町
１丁目５番２５号

ソフトウェア開
発業務

昭和６１年
５月１日 ３０ １００．００

日本海債権回収
株式会社

富山市中央通り
１丁目６番８号

債権の管理・回
収業務

平成１５年
１２月５日 ５００ １００．００

北銀ビジネス
サービス株式会社

富山市鵯島
１８８３番地

文書管理、現金
等 の 整 理・精
算、現金自動設
備監視、事務集
中処理業務等

昭和２８年
３月２５日 ３０（１００．００）

北銀オフィス・
サービス株式会社

富山市堤町通り
１丁目２番２６号 人材派遣業務 昭和６１年

３月３日 ２０（１００．００）

北銀不動産サービス
株式会社

富山市堤町通り
１丁目２番２６号

不動産の賃貸業
務

昭和６３年
９月２６日 １００（１００．００）

北銀資産管理
株式会社

富山市堤町通り
１丁目２番２６号

担保不動産の競
落業務

平成１２年
３月７日 １００（１００．００）

Hokuriku
International
Cayman Limited

P.O.Box３０９，
Grand Cayman,
Cayman Islands.
British West Indies

金融業務 平成５年
４月２７日 １，０００（１００．００）

株式会社
北銀コーポレート

東京都中央区
日本橋室町
３丁目２番１０号

貸金業 平成１６年
１２月１日 １００（１００．００）

道銀ビジネスサービス
株式会社

札幌市中央区大通
西４丁目１番地

文書管理、現金
等 の 整 理・精
算、事務集中処
理業務等

昭和５４年
６月８日 ５０（１００．００）

道銀カード株式会社
札幌市中央区
南２条西２丁目
１４番地

クレジットカー
ド業

昭和５２年
６月１３日 １，２２６（１００．００）

百万円 ％

米ドル

（注） １．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．議決権比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
３．議決権比率欄の（ ）内は、間接議決権比率であります。
４．株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行は、株式会社横浜銀行及び
株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間で、システム共同利用に向
けての共同開発を行っております。
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氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他

�木繁雄 代表取締役社長 株式会社北陸銀行 代表取締役頭取

堰八義博 代表取締役副社長 株式会社北海道銀行 代表取締役頭取

川合 哲
取締役
企画グループ・
総務グループ担当

株式会社北陸銀行 代表取締役副頭取
執行役員
株式会社北海道銀行 取締役

近藤政道 取締役
株式会社北海道銀行 代表取締役副頭取
執行役員

羽岡秀晃 取締役 株式会社北陸銀行 取締役専務執行役員

徳野光宏 取締役
株式会社北陸銀行 取締役専務執行役員
石川地区事業部本部長

相馬彰彦
取締役
リスク管理グループ・
監査グループ担当

株式会社北陸銀行 取締役

大島雄次 取締役（社外取締役）明治安田生命保険相互会社 特別顧問

河上敏嗣 常勤監査役

南 義弘 監査役（社外監査役）
トナミ運輸株式会社 代表取締役会長
高岡商工会議所 会頭

石黒靖尋 監査役（社外監査役）
DCM Japanホールディングス株式会社
代表取締役相談役

林 則清 監査役（社外監査役）株式会社日立製作所 顧問

�７ 主要な借入先
該当事項はありません。

�８ 事業譲渡等の状況
該当事項はありません。

�９ その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

２．会社役員に関する事項

�１ 会社役員の状況 （年度末現在）
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区 分
報酬等 定款又は株主総会で定められた

報酬限度額人 数 支給額

取締役 ８ ７４ 月額２０百万円以内

監査役 ４ ２７ 月額４百万円以内

計 １２ １０１

人

（注） １．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．報酬限度額は、平成１６年６月２９日開催の第１期定時株主総会において
決議いただいております。

氏 名 兼任その他の状況

大島雄次 明治安田生命保険相互会社 特別顧問

南 義弘 トナミ運輸株式会社 代表取締役会長

石黒靖尋 DCM Japanホールディングス株式会社 代表取締役相談役

林 則清 株式会社日立製作所 顧問

（注） 社外監査役 林 則清の三親等内の親族（弁護士）が、当社の子会社であ
る日本海債権回収株式会社の取締役に就任しております。

氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言
その他の活動状況

大島雄次 ３年７か月 当期開催の取締役会１１回中
１０回に出席しました。

金融機関経営の豊富な経験を
活かした経営全般に対する発
言を行っております。

南 義弘 ４年７か月
当期開催の取締役会１１回中
１０回、監査役会６回中５回
に出席しました。

企業経営者としての豊富な経
験を活かした経営全般に対す
る発言、監査結果についての
意見交換、監査に関する協議
等を行っております。

石黒靖尋 ３年７か月
当期開催の取締役会１１回中
１０回、監査役会６回中５回
に出席しました。

企業経営者としての豊富な経
験を活かした経営全般に対す
る発言、監査結果についての
意見交換、監査に関する協議
等を行っております。

林 則清 ４年７か月
当期開催の取締役会１１回、
監査役会６回全てに出席し
ました。

危機管理・コンプライアンス
に関する知見を活かした発
言、監査結果についての意見
交換、監査に関する協議等を
行っております。

�２ 会社役員に対する報酬等 （単位：百万円）

３．社外役員に関する事項
�１ 社外役員の兼任その他の状況

�２ 社外役員の主な活動状況
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氏 名 責任限定契約の内容の概要

大 島 雄 次

会社法第４２３条第１項の責任について、その職務を行うにつ
き善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第
４２５条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償
責任を負担する契約を締結しております。

南 義 弘 同 上

石 黒 靖 尋 同 上

林 則 清 同 上

人

区 分
当社から受けている報酬等 当社の親会社等から受けている

報酬等人 数 支給額

報酬等の合計 ４ １６ ―

（注） 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

�３ 責任限定契約

�４ 社外役員に対する報酬等 （単位：百万円）

�５ 社外役員の意見
該当事項はありません。

４．当社の株式に関する事項
�１ 株式数
① 発行する株式の総数
普通株式 ２，８００，０００千株
第１種優先株式 ４００，０００千株
第２種優先株式 ２００，０００千株
第３種優先株式 ２００，０００千株
第４種優先株式 ９０，０００千株
第５種優先株式 １１０，０００千株

② 発行済株式の総数
普通株式 １，３９１，６３０千株
第１回第１種優先株式 ８０，０００千株
第１回第４種優先株式 ７９，０００千株
第１回第５種優先株式 １０７，４３２千株
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株主の氏名又は名称
当社への出資状況

持株数等 持株比率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） ７６，１６７ ５．４７

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） ５８，３８８ ４．１９

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー ４１，５７４ ２．９８

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 ３３，９５４ ２．４３

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） ３３，２５６ ２．３８

株式会社みずほコーポレート銀行 ２８，７３８ ２．０６

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 ２３，６１４ １．６９

東京海上日動火災 保 険 株 式 会 社 ２３，２７０ １．６７

北 陸 電 力 株 式 会 社 ２２，１１８ １．５８

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 ２１，５９５ １．５５

千株 ％

株主の氏名又は名称
当社への出資状況

持株数等 持株比率

株 式 会 社 整 理 回 収 機 構 ８０，０００ １００．００
千株 ％

株主の氏名又は名称
当社への出資状況

持株数等 持株比率

株 式 会 社 整 理 回 収 機 構 ７９，０００ １００．００
千株 ％

�２ 当年度末株主数
普通株式 ５３，８１１名
第１回第１種優先株式 １名
第１回第４種優先株式 １名
第１回第５種優先株式 １，６７０名

�３ 大株主
普通株式、第１回第５種優先株式につきましては、会社法施行規則第１２２条
第１号に該当する発行済株式（自己株式を除く）の総数の１０分の１以上の数
の株式を有する株主はおりませんが、上位株主を記載しております。
� 普通株式

� 第１回第１種優先株式

③ 第１回第４種優先株式
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（注） １．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は株式種類別に算出し、小数点第３位以下を切り捨て
て表示しております。

３．普通株式の日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託
口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）及び
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）の所
有株式は、当該銀行の信託業務に係るものであります。

４．大量保有報告書等によると、預金保険機構が普通株式１８，９６５千
株を保有しており、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社（信託口４）に信託しております。

④ 第１回第５種優先株式

５．当社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

株主の氏名又は名称
当社への出資状況

持株数等 持株比率

社団法人北海道栽培漁業振興公社 ５，０００ ４．６５

カ ラ カ ミ 観 光 株 式 会 社 ２，０００ １．８６

北 海 道 電 力 株 式 会 社 ２，０００ １．８６

株 式 会 社 テ ー オ ー 小 笠 原 １，６００ １．４８

平 和 不 動 産 株 式 会 社 １，２２０ １．１３

ホ ー マ ッ ク 株 式 会 社 １，０６０ ０．９８

小 野 寺 眞 悟 １，０００ ０．９３

株 式 会 社 ニ ッ セ ン レ ン ラ イ フ １，０００ ０．９３

財 団 法 人 檜 山 漁 業 振 興 協 会 １，０００ ０．９３

日 本 興 亜 損 害 保 険 株 式 会 社 １，０００ ０．９３

三井住友海上火災 保 険 株 式 会 社 １，０００ ０．９３

株 式 会 社 ラ ル ズ １，０００ ０．９３

千株 ％
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氏名又は名称
当該事業年度
に係る報酬等

その他

新日本監査法人
指定社員 業務執行社員 秋山 正明
指定社員 業務執行社員 山本 和夫
指定社員 業務執行社員 東 勝次
監査法人トーマツ
指定社員 業務執行社員 藤江 正祥
指定社員 業務執行社員 齊藤 寿徳

１４

当社は、会計監査人
に対して、公認会計
士法第２条第１項の
業務以外の業務（非
監査業務）である、
財務報告に係る内部
統制の整備に対する
助言業務等について
の対価を支払ってお
ります。

（注） １．当社は新日本監査法人と監査法人トーマツによる共同監査としており
ます。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と
金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区別しておりません
ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載してお
ります。

３．当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は
１２８百万円であります。

６．会計監査人に関する事項

�１ 会計監査人の状況
（単位：百万円）

�２ 責任限定契約
該当事項はありません。

�３ 会計監査人に関するその他の事項
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当する状況にあり、か
つ、改善の見込みがないと判断した場合、監査役会は、監査役全員の同意によ
り解任いたします。
また、当社都合の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の
発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会の同
意、又は請求により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案いたしま
す。

７．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針
該当事項はありません。
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８．業務の適正を確保する体制
�１ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、経営の基本方針並びに業
務執行に関する重要事項を決定し、組織・体制を整備するとともに、取締役の
職務の執行を監督しております。また、取締役の株主総会での選任にあたって
は、社外取締役を推薦し、相互牽制機能の更なる強化を図っております。
監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況に
関する調査等を行い、独立の機関として取締役の職務執行を監査しております。

�２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会は、取締役会規定及び文書管理規定等により、取締役の職務の執行
に係る情報の保存及び管理を行う体制を整備しております。

�３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、当社及びグループ各社を取り巻く様々なリスクの存在とそのコ
ントロールの重要性を認識し、リスク管理の基本方針及びリスク管理規程を決
定し、管理体制を整備しております。また、災害等の不測の事態や危機に備え
て、コンティンジェンシープラン等を策定し、危機管理体制の確立を図ってお
ります。
グループ各社は、当該基本方針に則り、各社のリスク管理部署の緊密な連携
により、適切なリスク管理を実施しております。

�４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
取締役会は、基本職務及び業務機構・分掌事項の大綱などの組織に関する基
準を定め、当社及びグループ各社の業務執行が組織的かつ効率的に行われる体
制を確保しております。
経営会議は、取締役会から権限の委譲を受け、定められた職務分掌に基づき、
迅速かつ効率的に業務を執行しております。
また、テレビ会議システム等ＩＴの積極的な活用に取り組んでおります。

�５ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
取締役会は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、
コンプライアンスの不徹底が経営基盤を揺るがすことを強く認識し、コンプラ
イアンスの基本方針・コンプライアンス規程等の基本となる規定を策定してお
ります。
当社及びグループ各社は、上記基本規定に基づき、連携して誠実かつ公正な
企業活動を遂行しております。
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また、役職員等が法令違反行為、不正行為等を発見した場合は、予め設置さ
れた通報・相談窓口に報告する体制を確保しております。

�６ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役会は、グループ経営管理規程を定め、グループ各社が重要事項につい
て当社へ付議・報告する体制を整備しております。
また、内部監査部門から当社及びグループ各社における、法令等遵守・リス
ク管理の状況及び業務の適切性・有効性についての監査結果の報告を受け、グ
ループ全体の経営管理を行っております。

�７ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項
取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合
は、当該意見を尊重するとともに、その専門性等に配慮し、必要な人材を配置
しております。また、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事
異動・懲戒等については、予め監査役会の同意を得ることとしております。

�８ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査
役への報告に関する体制
取締役会は、監査役への報告に関する体制を以下のとおりとしております。
①取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合
は監査役会に報告する。
②予め監査役と取締役が協議して定めた取締役または使用人が行う監査役
会に対する報告事項については、実効的かつ機動的な報告体制を確保す
る。
③監査役は、必要に応じて取締役または使用人に対し報告を求めることが
できる。

�９ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
取締役会は、監査役監査の重要性及び有用性を十分認識し、監査役が実効性
ある監査職務を円滑に遂行するための体制整備を求めた場合は十分に協議し対
応しております。また、監査役会は代表取締役及び外部監査人と定期的に会合
を行っております。

９．会計参与に関する事項
該当事項はありません。

１０．その他
該当事項はありません。



－１６－

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 ２８２，８２７ 預 金 ８，３４０，８３１

コールローン及び買入手形 ８１，５２１ 譲 渡 性 預 金 ９４，７９３

買 入 金 銭 債 権 １８５，８９８ コールマネー及び売渡手形 ４０，０００

特 定 取 引 資 産 ７，９５２ 債券貸借取引受入担保金 ６，４９２

金 銭 の 信 託 ７，２７７ 特 定 取 引 負 債 １，５６３

有 価 証 券 １，６６１，１６９ 借 用 金 ２２５，７６２

貸 出 金 ６，８７１，３８３ 外 国 為 替 ２７０

外 国 為 替 １４，０２９ 社 債 ６６，５００

そ の 他 資 産 １５９，４５４ そ の 他 負 債 １５４，３７３

有 形 固 定 資 産 １３３，４８０ 退 職 給 付 引 当 金 １１，０５２

建 物 ３７，５５２ 偶 発 損 失 引 当 金 ５９９

土 地 ６２，９２４ 睡 眠 預 金 払 戻 引 当 金 ２，７７７

建 設 仮 勘 定 ８ 再評価に係る繰延税金負債 ９，０６１

その他の有形固定資産 ３２，９９５ 支 払 承 諾 １５９，４５６

無 形 固 定 資 産 ４２，０２５ 負 債 の 部 合 計 ９，１１３，５３５

ソ フ ト ウ エ ア ５，８１５ （純 資 産 の 部）

の れ ん ３５，４３７ 資 本 金 ７０，８９５

その他の無形固定資産 ７７１ 資 本 剰 余 金 ２５３，２３４

繰 延 税 金 資 産 ６４，６５７ 利 益 剰 余 金 １２５，９５０

支 払 承 諾 見 返 １５９，４５６ 自 己 株 式 △ ４２１

貸 倒 引 当 金 △１０３，１６９ 株 主 資 本 合 計 ４４９，６５８

その他有価証券評価差額金 △４，７２２

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ １６

土 地 再 評 価 差 額 金 ８，９１８

評価・換算差額等合計 ４，１７９

少 数 株 主 持 分 ５９０

純 資 産 の 部 合 計 ４５４，４２８

資 産 の 部 合 計 ９，５６７，９６４ 負債及び純資産の部合計 ９，５６７，９６４

第５期末 連結貸借対照表
（平成２０年３月３１日現在）

（単位：百万円）
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科 目 金 額

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
コールローン利息及び買入手形利息
買 現 先 利 息
債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息
預 け 金 利 息
そ の 他 の 受 入 利 息
役 務 取 引 等 収 益
特 定 取 引 収 益
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益
経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
譲 渡 性 預 金 利 息
コールマネー利息及び売渡手形利息
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息
借 用 金 利 息
社 債 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 業 務 費 用
営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 利 益
固 定 資 産 処 分 益
償 却 債 権 取 立 益

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失
睡眠預金払戻引当金繰入額
そ の 他 の 特 別 損 失

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
少 数 株 主 利 益
当 期 純 利 益

１６５，８９１
１４１，１３９
１９，１６４
８２６
２１０
６
９１７
３，６２６
４７，２７５
１，２８９
３４，４９１
１２，３０９

２９，４７７
２３，３２１
５３１
１５４
５２３
１，７９９
１，９７２
１，１７５
１１，２０９
１７，３５２
９６，７４３
４０，１５７
２４，４４８
１５，７０８

２１１
９６

７０７
２４４
２，６６５
４

２６１，２５７

１９４，９４０

６６，３１７
３０８

３，６２２

６３，００２
１，３３８
２２，９６１
６２

３８，６４０

第５期 連結損益計算書
�
�
�
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
�
� （単位：百万円）
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株主資本

資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前 連 結 会 計 年 度 末 残 高 ７０，８９５ ２９３，２６８ ９３，０７２ △ ４４７ ４５６，７８８

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △５，８０１ － △５，８０１

当 期 純 利 益 － － ３８，６４０ － ３８，６４０

自 己 株 式 の 取 得 － － － △４０，１６８ △４０，１６８

自 己 株 式 の 処 分 － △ １８ － １８０ １６２

自 己 株 式 の 消 却 － △４０，０１５ － ４０，０１５ －

土地再評価差額金の取崩 － － ３８ － ３８

持分法適用会社の持分変動に
伴 う 自 己 株 式 の 増 減 － － － △ １ △ １

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額） － － － － －

当連結会計年度変動額合計 － △４０，０３３ ３２，８７８ ２６ △７，１２９

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 ７０，８９５ ２５３，２３４ １２５，９５０ △ ４２１ ４４９，６５８

第５期 連結株主資本等変動計算書
�
�
�
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
�
� （単位：百万円）

評価・換算差額等
少数株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

前 連 結 会 計 年 度 末 残 高 ２６，０７８ △ ２０ ８，９５７ ３５，０１６ ５４３ ４９２，３４８

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △５，８０１

当 期 純 利 益 － － － － － ３８，６４０

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － △４０，１６８

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － １６２

自 己 株 式 の 消 却 － － － － － －

土地再評価差額金の取崩 － － － － － ３８

持分法適用会社の持分変動に
伴 う 自 己 株 式 の 増 減 － － － － － △ １

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額） △３０，８０１ ３ △ ３８ △３０，８３６ ４６ △３０，７９０

当連結会計年度変動額合計 △３０，８０１ ３ △ ３８ △３０，８３６ ４６ △３７，９１９

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 △４，７２２ △ １６ ８，９１８ ４，１７９ ５９０ ４５４，４２８
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連結注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（連結計算書類の作成方針）
１．子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行
令第４条の２に基づいております。

２．連結の範囲に関する事項
�１ 連結される子会社及び子法人等 １５社

主要な会社名
株式会社北陸銀行
株式会社北海道銀行

�２ 非連結の子会社及び子法人等 ３社
会社名
道銀どさんこ１号投資事業有限責任組合
道銀どさんこ２号投資事業有限責任組合
道銀サハリンビジネス投資事業有限責任組合
非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に
見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合
う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績
に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から
除外しております。

３．持分法の適用に関する事項
�１ 持分法適用の関連法人等 １社

会社名
北陸キャピタル株式会社

�２ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ３社
会社名
道銀どさんこ１号投資事業有限責任組合
道銀どさんこ２号投資事業有限責任組合
道銀サハリンビジネス投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う
額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）
等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えない
ため、持分法の対象から除いております。

４．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
１２月末日 ２社
３月末日 １３社
連結される子会社及び子法人等の決算日が連結決算日と異なる２社について
は、連結決算日に実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。

５．連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項
連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評
価法を採用しております。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれんの償却については、５年間又は２０年間で均等償却を行っております。

７．会計処理基準に関する事項
�１ 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な
変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」
という）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特
定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益
を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しておりま
す。
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特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等について
は連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品に
ついては連結決算日において決済したものとみなした額により行っておりま
す。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受
払利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計
年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と
当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えており
ます。

�２ 有価証券の評価基準及び評価方法
�イ 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原
価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のある株式については連結決算
期末前１カ月の市場価格の平均に基づく価格、それ以外については連結決算
日における市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法によ
り算定）、時価のないものについては、移動平均法による原価法又は償却原
価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処
理しております。

�ロ 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記�１及び
�２�イと同じ方法により行っております。

�３ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行
っております。

�４ 減価償却の方法
① 有形固定資産

当社及び銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、動産については定率
法、不動産については主として定額法を採用しております。なお、主な耐用
年数は次のとおりであります。
建物：６年～５０年
動産：３年～２０年
銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社の有形固定資産については、資
産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
（会計方針の変更）

平成１９年度税制改正に伴い、平成１９年４月１日以後に取得した有形固
定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却
費を計上しております。なお、これによる連結貸借対照表等に与える影
響は軽微であります。

（追加情報）
当連結会計年度より、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産
については、償却可能限度額に達した連結会計年度の翌連結会計年度以
後、残存簿価を５年間で均等償却しております。なお、これによる連結
貸借対照表等に与える影響は軽微であります。
また、リース業を営む連結子会社のリース資産については、リース期間を
償却年数とし、リース期間満了時のリース資産の見積処分価額を残存価額と
する定額法により償却しております。なお、顧客の事故等に備えるため、減
価償却費を追加計上しており、当連結会計年度における当該減価償却費は
１３２百万円、その累計額は２３７百万円であります。

② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフ
トウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間（主として
６年）に基づいて償却しております。

�５ 貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に
則り、次のとおり計上しております。
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破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻
先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻
先」という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減
額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にない
が、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権につい
ては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を
計上しております。上記以外の債権については、一定の種類ごとに分類し、過
去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお
ります。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を
実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その
査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
当社及び銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社においても同様に資産の
自己査定を行い、必要な引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権
額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額
を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は１３５，５３３百
万円であります。

�６ 退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しておりま
す。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおり
であります。
過去勤務債務： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（８年又は９年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（８年又は９年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

なお、会計基準変更時差異（２８，４６４百万円）については、１５年による按分額
を費用処理しております。

�７ 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会における責任共有制度に基づく、将来発生
する可能性のある負担金支払見込額を計上しております。
（追加情報）

平成１９年１０月１日より信用保証協会において責任共有制度が導入された
ことに伴い、将来発生する可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当
金として計上しております。これにより、その他経常費用が５９９百万円増加
し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は５９９百万円減少しております。

�８ 睡眠預金払戻引当金の計上基準
睡眠預金払戻引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請
求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見
込額を計上しております。
（会計方針の変更）

利益計上した睡眠預金の預金者への払戻損失は、従来、払戻時の費用と
して処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の
引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第４２号平成１９年４月１３
日）が平成１９年４月１日以後開始する連結会計年度から適用されることに
伴い、当連結会計年度から同報告を適用しております。これにより、従来
の方法に比べ、その他経常費用は１１１百万円増加し、特別損失は２，６６５百万
円増加し、経常利益は１１１百万円減少し、税金等調整前当期純利益は２，７７７
百万円減少しております。
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�９ 外貨建資産・負債の換算基準
外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付し
ております。

�１０ リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっており
ます。

�１１ 重要なヘッジ会計の方法
�イ 金利リスク・ヘッジ

銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対する
ヘッジ会計の方法として、一部の資産・負債について、ヘッジ対象とヘッジ
手段を直接対応させる「個別ヘッジ」を適用し、繰延ヘッジによる会計処理
あるいは金利スワップの特例処理を行っております。

�ロ 為替変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リス
クに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理
に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員
会報告第２５号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価
の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的
で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ
対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当
額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しておりま
す。
銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社においては、デリバティブ取引によ
るヘッジを行っておりません。
�１２ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という）の会計処理は、税抜方
式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連
結会計年度の費用に計上しております。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更
（金融商品に関する会計基準）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号）及び「金融商品会計に関する
実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第１４号）等における有価証券の
範囲に関する規定が一部改正され（平成１９年６月１５日付及び同７月４日付）、金融商
品取引法の施行日以後に終了する連結会計年度から適用されることになったことに伴
い、当連結会計年度から改正会計基準及び実務指針を適用しております。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．貸出金のうち、破綻先債権額は２２，７５６百万円、延滞債権額は１９３，３８３百万円であ
ります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続しているこ
とその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして
未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利
息不計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６
条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生
じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の
貸出金であります。

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１７２百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日か
ら３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ
ります。
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３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は４７，６４３百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延
滞債権に該当しないものであります。

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合
計額は２６３，９５５百万円であります。
なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上
の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき金融取
引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷
付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分で
きる権利を有しておりますが、その額面金額は、１２６，２０６百万円であります。

６．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券 １７５，４０６百万円
貸出金 ３７０，６９３百万円
担保資産に対応する債務
預金 ６１，２６８百万円
コールマネー及び売渡手形 ３０，０００百万円
債券貸借取引受入担保金 ６，４９２百万円
借用金 １７２，３００百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用とし
て、有価証券２０４，８４４百万円、その他資産５８百万円を差し入れております。
また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は４百万円、保証金は４，４４９百万
円であります。

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実
行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一
定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に
係る融資未実行残高は２，２４７，２６４百万円であります。このうち原契約期間が１年
以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが２，２０６，８５０百万円ありま
す。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フロ
ーに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込み
を受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら
れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を
徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続きに基づき顧
客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて
おります。

８．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、株式
会社北陸銀行の事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額
に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ
れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第
２条第４号に定める算定方法に基づき、地価税法に規定する地価税の課税価格
の計算基礎となる土地の価額（路線価）を基準として時価を算出しております。
同法律第１０条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末にお
ける時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
２２，０６８百万円
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前連結会計
年度末株式数

当連結会計年
度増加株式数

当連結会計年
度減少株式数

当連結会計
年度末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 １，３９１，６３０ － － １，３９１，６３０
第１回第１種優先株式 １５０，０００ － ７０，０００ ８０，０００注１
第１回第４種優先株式 ７９，０００ － － ７９，０００
第１回第５種優先株式 １０７，４３２ － － １０７，４３２

合計 １，７２８，０６２ － ７０，０００ １，６５８，０６２
自己株式
普通株式 １，２４９ ４３３ ４８４ １，１９９注２、３
第１回第１種優先株式 － ７０，０００ ７０，０００ － 注４

合計 １，２４９ ７０，４３３ ７０，４８４ １，１９９
（注） １．第１回第１種優先株式の株式数の減少７０，０００千株は、同優先株式の一部消却

であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の増加４３３千株は、単元未満株式の買取りによ
る増加４２７千株及び持分法適用会社が所有する自己株式（当社株式）の持分
割合増加による当社帰属分の増加６千株であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少４８４千株は、単元未満株主からの売渡請
求による減少であります。

４．第１回第１種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少７０，０００千株は、同
優先株式の一部取得及び消却であります。

９．有形固定資産の減価償却累計額 １６２，４２８百万円
１０．有形固定資産の圧縮記帳額 ３，８９８百万円
１１．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後

特約付借入金５０，５００百万円が含まれております。
１２．社債のうち、劣後保証付永久劣後債は２６，５００百万円、劣後特約付期限付劣後債は
４０，０００百万円であります。

１３．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）
による社債に対する保証債務の額は１１２，８９５百万円であります。

１４．１株当たりの純資産額 ２２５円６２銭

（連結損益計算書に関する注記）
１．「その他の経常費用」には、貸出金償却１，２８２百万円、株式等償却８，４８２百万円、
債権売却損１，７１９百万円を含んでおります。

２．１株当たり当期純利益金額 ２５円８１銭
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ２３円４８銭

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
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（決議）
株式の種類 配当金の

総額
１株当た
りの金額 基準日 効力発生日

平成１９年６月２７日
定時株主総会

普通株式 ２，７８１百万円 ２．００円

平成１９年３月３１日 平成１９年６月２８日

第１回第１種
優先株式 ５７７百万円 ３．８５円

第１回第４種
優先株式 ２６１百万円 ３．３１円

第１回第５種
優先株式 ８０５百万円 ７．５０円

平成１９年１１月２２日
取締役会

第１回第１種
優先株式 ３０８百万円 ３．８５円

平成１９年９月３０日 平成１９年１２月１０日第１回第４種
優先株式 ２６１百万円 ３．３１円

第１回第５種
優先株式 ８０５百万円 ７．５０円

合計 ５，８０１百万円

株式の種類 配当金の
総額 配当の原資 １株当た

りの金額 基準日 効力発生日

普通株式 ３，４７６百万円 利益剰余金 ２．５０円

平成２０年３月３１日 平成２０年６月２６日

第１回第１種
優先株式 ３０８百万円 利益剰余金 ３．８５円

第１回第４種
優先株式 ２６１百万円 利益剰余金 ３．３１円

第１回第５種
優先株式 ８０５百万円 利益剰余金 ７．５０円

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
（百万円）

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（百万円）

売買目的有価証券 ４，１２５ ３９

２．当社の配当については、次のとおりであります。
当連結会計年度中の配当金支払額

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年
度の末日後となるもの
平成２０年６月２５日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次
のとおり提案しております。

（有価証券関係）
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、「現金
預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中のコマーシャルペーパー及び
信託受益権等が含まれております。
１．売買目的有価証券（平成２０年３月３１日現在）
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（注） １．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。
２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

連結貸借対照表
計上額

（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

国 債 １３，８５４ １４，２７８ ４２３ ４２３ －

地 方 債 １０，８７８ １０，９０１ ２２ ２２ ０

社 債 ５３，４５９ ５３，２６９ △１８９ ４１ ２３０

そ の 他 １７，１３５ １６，９３８ △１９６ １９ ２１６

合 計 ９５，３２７ ９５，３８７ ５９ ５０７ ４４７

取得原価
（百万円）

連結貸借対照表
計上額

（百万円）

評価差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

株 式 １２３，１９６ １３６，４１１ １３，２１５ ２２，５７９ ９，３６４

債 券 １，１８５，４２６ １，１６９，３４２ △１６，０８３ ４，９４９ ２１，０３２

国 債 ７０５，５３４ ６８７，９００ △１７，６３４ ２，０７２ １９，７０７

地 方 債 ２０４，８６４ ２０６，０９９ １，２３５ １，７７２ ５３６

社 債 ２７５，０２７ ２７５，３４２ ３１５ １，１０４ ７８９

そ の 他 １２１，０６４ １１４，８６２ △６，２０２ ７９２ ６，９９４

合 計 １，４２９，６８７ １，４２０，６１６ △９，０７０ ２８，３２１ ３７，３９１

（注） １．連結貸借対照表計上額は、株式については当連結会計年度末前１カ月の市場
価格の平均に基づいて算出された額により、また、それ以外については当連
結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上した
ものであります。

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
３．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に

比べて著しく下落している等の場合で、時価が取得原価まで回復する見込み
があると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価
額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減
損処理」という）しております。
当連結会計年度における減損処理額は、４，２５５百万円（全額株式）であり

ます。
また、「減損処理」は、資産の自己査定における有価証券の発行会社の区

分ごとに次のとおり実施しております。

なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは、破綻
先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成２０年３月３１日現在）

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成２０年３月３１日現在）

破綻先、実質破綻先、破綻
懸念先、要注意先 時価が取得原価に比べ下落

正常先
時価が取得原価の５０％以上下落、又は、時価が取得
原価の３０％超５０％未満下落かつ市場価格が一定水準
以下で推移等
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売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

その他有価証券 ４７４，６７３ １０，１６０ ８９１

金額（百万円）

満期保有目的の債券

非公募事業債 ３６，６２７

その他有価証券

非上場株式 ３１，０８７

非上場外国証券 １

その他 ２３３，６０１

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超１０年以内
（百万円）

１０年超
（百万円）

債 券 ２２２，７７６ ６２５，９８７ ３６８，６５１ １４７，２８９

国 債 １２０，０８５ ２１２，０２２ ２２３，２４９ １４６，３９７

地 方 債 ２１，００２ １１５，９５６ ８０，０１９ －

社 債 ８１，６８８ ２９８，００８ ６５，３８２ ８９２

そ の 他 １３，２６７ ４３，６６６ ３５，１１８ １４，３２９

合 計 ２３６，０４３ ６６９，６５４ ４０３，７７０ １６１，６１９

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
（百万円）

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 ４，７８０ △ ３６

（注） １．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく
時価により計上したものであります。

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

取得原価
（百万円）

連結貸借対照表
計上額

（百万円）

評価差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

その他の金銭の信託 ２，５００ ２，４９６ △ ３ ０ ３

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券
（自 平成１９年４月１日 至 平成２０年３月３１日）

５．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額
（平成２０年３月３１日現在）

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額
（平成２０年３月３１日現在）

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（平成２０年３月３１日現在）

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成２０年３月３１日現在）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成２０年５月１２日

株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ
取 締 役 会 御中

新日本監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 秋 山 正 明 �
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 山 本 和 夫 �
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 東 勝 次 �

監査法人トーマツ
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 藤 江 正 祥 �
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 齊 藤 寿 徳 �

私ども監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会
社ほくほくフィナンシャルグループの平成１９年４月１日から平成２０年
３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、
私ども監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。
私ども監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監

査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私ども監査法人に
連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含
んでいる。私ども監査法人は、監査の結果として意見表明のための合
理的な基礎を得たと判断している。
私ども監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ほくほく
フィナンシャルグループ及び連結子会社から成る企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
会社と私ども監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第５
期事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書および連結注記表）に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。
１． 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監
査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等およ
び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従

い、連結計算書類について取締役および使用人等から報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を
保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第１５９条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当
該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

２． 監査の結果
会計監査人新日本監査法人および監査法人トーマツの監査の方法

および結果は相当であると認めます。

平成２０年５月１４日

株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ 監査役会

常勤監査役 河 上 敏 嗣 �
社外監査役 南 義 弘 �
社外監査役 石 黒 靖 尋 �
社外監査役 林 則 清 �
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 １０，１００ 流 動 負 債 ２２０

現 金 及 び 預 金 ８，７６８ 預 り 金 ２

前 払 費 用 １ 未 払 費 用 ８０

未 収 収 益 ３９ 未 払 配 当 金 ２８

繰 延 税 金 資 産 ２５ 未 払 法 人 税 等 １０５

未収還付法人税等 １，２５６ 未 払 消 費 税 等 ２

そ の 他 ８ そ の 他 ０

固 定 負 債 ４０，０２２

固 定 資 産 ３５４，４０２ 社 債 ４０，０００

有 形 固 定 資 産 １ そ の 他 ２２

器 具 及 び 備 品 １ 負 債 の 部 合 計 ４０，２４２

無 形 固 定 資 産 ４ （純 資 産 の 部）

商 標 権 １ 株 主 資 本 ３２４，２５９

ソ フ ト ウ エ ア ３ 資 本 金 ７０，８９５

投資その他の資産 ３５４，３９５ 資 本 剰 余 金 ２４２，１３３

関 係 会 社 株 式 ３１４，３８６ 資 本 準 備 金 １６２，０３４

関係会社長期貸付金 ４０，０００ その他資本剰余金 ８０，０９８

繰 延 税 金 資 産 ８ 利 益 剰 余 金 １１，６１７

そ の 他 ０ その他利益剰余金 １１，６１７

繰越利益剰余金 １１，６１７

自 己 株 式 △ ３８６

純 資 産 の 部 合 計 ３２４，２５９

資 産 の 部 合 計 ３６４，５０２ 負債及び純資産の部合計 ３６４，５０２

第５期末 貸借対照表
（平成２０年３月３１日現在）

（単位：百万円）
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科 目 金 額

営 業 収 益 ８，０３２

関 係 会 社 受 取 配 当 金 ７，３４９

関 係 会 社 受 入 手 数 料 ６８３

営 業 費 用 ６７８

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６７８

営 業 利 益 ７，３５４

営 業 外 収 益 ９６７

関 係 会 社 貸 付 金 利 息 ９５０

そ の 他 の 営 業 外 収 益 １７

営 業 外 費 用 ９７２

社 債 利 息 ８５８

創 立 費 償 却 １５

事 務 委 託 費 ９９

そ の 他 の 営 業 外 費 用 ０

経 常 利 益 ７，３４８

税 引 前 当 期 純 利 益 ７，３４８

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ３１４

法 人 税 等 調 整 額 △ ２８

当 期 純 利 益 ７，０６２

第５期 損益計算書
�
�
�
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
�
� （単位：百万円）
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株 主 資 本

純資産
合 計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

前事業年度末残高 ７０，８９５ １６２，０３４ １２０，１３２ ２８２，１６７ １０，３５５ １０，３５５ △ ４１３ ３６３，００４ ３６３，００４

当事業年度変動額

剰余金の配当 － － － － △５，８０１ △５，８０１ － △５，８０１ △５，８０１

当期純利益 － － － － ７，０６２ ７，０６２ － ７，０６２ ７，０６２

自己株式の取得 － － － － － － △４０，１６８ △４０，１６８ △４０，１６８

自己株式の処分 － － △ １８ △ １８ － － １８０ １６２ １６２

自己株式の消却 － － △４０，０１５ △４０，０１５ － － ４０，０１５ － －

株主資本以外の
項目の当事業年
度変動額（純額）

－ － － － － － － － －

当事業年度変動額
合計 － － △４０，０３３ △４０，０３３ １，２６１ １，２６１ ２７ △３８，７４４ △３８，７４４

当事業年度末残高 ７０，８９５ １６２，０３４ ８０，０９８ ２４２，１３３ １１，６１７ １１，６１７ △ ３８６ ３２４，２５９ ３２４，２５９

第５期 株主資本等変動計算書
�
�
�
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
�
� （単位：百万円）
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式：移動平均法による原価法により行っております。
２．固定資産の減価償却の方法
�１ 有形固定資産

有形固定資産については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
器具及び備品 ５年～１０年

（会計方針の変更）
平成１９年度税制改正に伴い、平成１９年４月１日以後に取得した有形固定資
産については、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を計上
しております。なお、これによる貸借対照表等に与える影響は軽微でありま
す。

�２ 無形固定資産
商標権については、１０年間の均等償却を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に
基づく定額法により償却を行っております。

３．繰延資産の処理方法
創立費については、５年間の均等償却を行っております。

４．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

５．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 ５百万円
２．関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 預金 ８，７１１百万円
未収収益 ３９百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引
営業収益 ８，０３２百万円
営業費用 ３５６百万円
営業取引以外の取引高 ９６６百万円



－３４－

取得原価相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額
器具及び備品 ８百万円 ３百万円 ４百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当社の自己株式の種類及び株式数は、次のとおりであります。

（単位：千株）

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
未払事業税否認 ２５百万円
その他 ８百万円
繰延税金資産合計 ３３百万円

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
貸借対照表に計上した固定資産のほか、テレビ会議装置等については、所有権移転
外ファイナンス・リース契約により使用しております。
１．リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及
び期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額
１年内 １百万円
１年超 ４百万円
合計 ５百万円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当
額及び減損損失
支払リース料 １百万円
減価償却費相当額 １百万円
支払利息相当額 ０百万円

４．減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

５．利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期
への配分方法については、利息法によっております。

６．減損損失について
リース資産に配分された減損損失はありません。

前事業年度末
株 式 数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株 式 数 摘要

自己株式
普通株式 １，１０７ ４２７ ４８４ １，０５０ 注１
第１回第１種優先株式 － ７０，０００ ７０，０００ － 注２
合 計 １，１０７ ７０，４２７ ７０，４８４ １，０５０

（注） １．普通株式の自己株式の株式数の増加４２７千株は、単元未満株式の買取りによ
る増加、減少４８４千株は、単元未満株主からの売渡請求による減少でありま
す。

２．第１回第１種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少７０，０００千株は、同
優先株式の一部取得及び消却であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 １３２円４１銭
２．１株当たり当期純利益金額 ３円１０銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（連結配当規制適用会社に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
該当事項はありません。

属 性 会 社 等 の
名 称

議決権の所
有（被所有）
割 合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引

金 額 科 目 期 末
残 高

子会社 株式会社
北陸銀行

所有
直接１００％

経営管理
役員の兼任

資金の貸付
長期貸付金減少 ２５，０００

関係会社
長期貸付
金（注１）

１４，０００

貸付金利息の受取
（注１） ３５４ 未収収益 １２

配当金の受取 ４，０３２ － －

経営管理料の受取
（注２） ３８６ － －

事務協力費の支払
（注３） ２０７ － －

子会社 株式会社
北海道銀行

所有
直接１００％

経営管理
役員の兼任

資金の貸付
長期貸付金減少 １６，５００

関係会社
長期貸付
金（注１）

２６，０００

貸付金利息の受取
（注１） ５９５ 未収収益 ２７

配当金の受取 ３，３１３ － －

経営管理料の受取
（注２） ２６７ － －

事務協力費の支払
（注３） １４０ － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注） １．資金の貸付は、劣後特約付の貸付で、返済条件は期間１０年、期日一括返済で

あります。金利は、当社の調達コストに基づいて、決定しております。
２．経営管理料は「グループ経営管理契約書」に基づいて受入しております。
３．事務協力費は当社への出向者の人件費であります。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成２０年５月１２日

株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ
取 締 役 会 御中

新日本監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 秋 山 正 明 �
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 山 本 和 夫 �
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 東 勝 次 �

監査法人トーマツ
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 藤 江 正 祥 �
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 齊 藤 寿 徳 �

私ども監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、

株式会社ほくほくフィナンシャルグループの平成１９年４月１日から平

成２０年３月３１日までの第５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書

の作成責任は経営者にあり、私ども監査法人の責任は独立の立場から

計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

私ども監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監

査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私ども監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合

理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明

細書の表示を検討することを含んでいる。私ども監査法人は、監査の

結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私ども監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国

において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と私ども監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第５

期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査
報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。
１． 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監
査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等およ
び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査

の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努め
るとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使
用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を
調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項お
よび第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況
を監視および検証いたしました。子会社については、子会社の取締
役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該
事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討いたし
ました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を

実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第１５９条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）お
よびその附属明細書について検討いたしました。

２． 監査の結果
�１ 事業報告等の監査結果
一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、
会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは
定款に違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当である
と認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職
務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

�２ 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本監査法人および監査法人トーマツの監査の方

法および結果は相当であると認めます。

平成２０年５月１４日

株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ 監査役会

常勤監査役 河 上 敏 嗣 �
社外監査役 南 義 弘 �
社外監査役 石 黒 靖 尋 �
社外監査役 林 則 清 �

以 上
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 １８９，４３１ 預 金 ４，９０９，１５２

コ ー ル ロ ー ン ３０，５１９ 譲 渡 性 預 金 ４６，６００

買 入 金 銭 債 権 １８５，８０５ コ ー ル マ ネ ー ４０，０００

特 定 取 引 資 産 ５，４６３ 債券貸借取引受入担保金 ６，４９２

有 価 証 券 ８２０，９５０ 特 定 取 引 負 債 １，５６６

貸 出 金 ４，１９７，０９８ 借 用 金 ２４９，３３５

外 国 為 替 ８，３８５ 外 国 為 替 １９１

そ の 他 資 産 ８１，８４８ そ の 他 負 債 ７６，９８２

有 形 固 定 資 産 ６５，７３２ 退 職 給 付 引 当 金 ２８５

無 形 固 定 資 産 ３，４５２ 偶 発 損 失 引 当 金 ２７０

繰 延 税 金 資 産 ４２，７８０ 睡 眠 預 金 払 戻 引 当 金 ２，２３２

支 払 承 諾 見 返 ８９，６４０ 再評価に係る繰延税金負債 ９，０６１

貸 倒 引 当 金 △５１，０８４ 支 払 承 諾 ８９，６４０

投 資 損 失 引 当 金 △ ５８ 負 債 の 部 合 計 ５，４３１，８１１

（純 資 産 の 部）

資 本 金 １４０，４０９

資 本 剰 余 金 １４，９９８

資 本 準 備 金 １４，９９８

利 益 剰 余 金 ７１，６４５

利 益 準 備 金 ３，４５１

その他利益剰余金 ６８，１９４

繰 越 利 益 剰 余 金 ６８，１９４

株 主 資 本 合 計 ２２７，０５４

その他有価証券評価差額金 ２，１９８

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ １６

土 地 再 評 価 差 額 金 ８，９１８

評価・換算差額等合計 １１，１００

純 資 産 の 部 合 計 ２３８，１５５

資 産 の 部 合 計 ５，６６９，９６６ 負債及び純資産の部合計 ５，６６９，９６６

【ご参考】
１．株式会社北陸銀行の決算概要

第１０１期末 貸借対照表
（平成２０年３月３１日現在）

（単位：百万円）



－３９－

科 目 金 額

経 常 収 益 １４１，２１５

資 金 運 用 収 益 ９７，３２６

（う ち 貸 出 金 利 息） （８２，３４４）

（うち有価証券利息配当 金） （１０，４３１）

役 務 取 引 等 収 益 ２５，０８２

特 定 取 引 収 益 １，１５０

そ の 他 業 務 収 益 ８，３４２

そ の 他 経 常 収 益 ９，３１３

経 常 費 用 １０５，６１０

資 金 調 達 費 用 １９，３８４

（う ち 預 金 利 息） （１４，４１３）

役 務 取 引 等 費 用 ６，５８４

そ の 他 業 務 費 用 ０

営 業 経 費 ５０，７８４

そ の 他 経 常 費 用 ２８，８５７

経 常 利 益 ３５，６０４

特 別 利 益 ９０

特 別 損 失 ２，４１４

税 引 前 当 期 純 利 益 ３３，２８１

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ２０１

法 人 税 等 調 整 額 １１，８５２

当 期 純 利 益 ２１，２２７

第１０１期 損益計算書
�
�
�
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
�
� （単位：百万円）



－４０－

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 ９２，２２４ 預 金 ３，４９８，３１７

コ ー ル ロ ー ン ５１，００１ 譲 渡 性 預 金 ４８，１９３

買 入 金 銭 債 権 １ 借 用 金 ４０，０００

商 品 有 価 証 券 ２，４８８ 外 国 為 替 ７９

金 銭 の 信 託 ７，２７７ そ の 他 負 債 ４７，５６６

有 価 証 券 ８９３，８９７ 退 職 給 付 引 当 金 １０，４１５

貸 出 金 ２，６８６，８７３ 偶 発 損 失 引 当 金 ３２８

外 国 為 替 ５，６４３ 睡 眠 預 金 払 戻 引 当 金 ５４５

そ の 他 資 産 ５６，５０７ 支 払 承 諾 ２８，１７１

有 形 固 定 資 産 ２６，７８１ 負 債 の 部 合 計 ３，６７３，６１７

無 形 固 定 資 産 ３，００４ （純 資 産 の 部）

繰 延 税 金 資 産 ２２，８２８ 資 本 金 ９３，５２４

支 払 承 諾 見 返 ２８，１７１ 資 本 剰 余 金 １６，７９５

貸 倒 引 当 金 △３５，８３４ 資 本 準 備 金 １６，７９５

利 益 剰 余 金 ５７，４４５

利 益 準 備 金 ３，３１０

その他利益剰余金 ５４，１３４

繰 越 利 益 剰 余 金 ５４，１３４

株 主 資 本 合 計 １６７，７６４

その他有価証券評価差額金 △ ５１５

評価・換算差額等合計 △ ５１５

純 資 産 の 部 合 計 １６７，２４９

資 産 の 部 合 計 ３，８４０，８６７ 負債及び純資産の部合計 ３，８４０，８６７

２．株式会社北海道銀行の決算概要

第８８期末 貸借対照表
（平成２０年３月３１日現在）

（単位：百万円）



－４１－

以 上

科 目 金 額

経 常 収 益 ９６，０８１

資 金 運 用 収 益 ６８，６９３

（う ち 貸 出 金 利 息） （５８，２５３）

（うち有価証券利息配当金） （９，４０８）

役 務 取 引 等 収 益 １８，３０６

そ の 他 業 務 収 益 ７，１７８

そ の 他 経 常 収 益 １，９０２

経 常 費 用 ６６，６０７

資 金 調 達 費 用 １０，２４０

（う ち 預 金 利 息） （９，０４２）

役 務 取 引 等 費 用 ６，２９７

そ の 他 業 務 費 用 １，７８７

営 業 経 費 ３９，３７０

そ の 他 経 常 費 用 ８，９１２

経 常 利 益 ２９，４７３

特 別 利 益 ６７

特 別 損 失 １，０７９

税 引 前 当 期 純 利 益 ２８，４６０

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ６１

法 人 税 等 調 整 額 １０，５８２

当 期 純 利 益 １７，８１５

第８８期 損益計算書
�
�
�
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

�
�
� （単位：百万円）



MEMO






